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転職理由の真相と企業の

対応策 

 

◆「給与の低さ」が若年層の

転職理由トップに 

厚生労働省の「若年者雇用

実態調査」（令和５年）による

と、若年労働者（満 15～34歳

の労働者）の前職の離職理由

として最も多かったのは「給

与の低さ」で 59.9％でした。

特に 20～24 歳の年齢層では

男性 64.6％、女性 60.3％と

高く、若年層の転職動機にお

ける給与の重要性が浮き彫

りになっています 

。 

◆「やりがい」と「スキルア

ップ」も重要な転職要因 

一方で、「仕事の内容が自

分に合わない」（41.9％）や

「自分の技能や能力を活か

したい」「責任のある仕事を

任されたい」（33.8％）といっ

たキャリアアップ・スキルア

ップでの理由も上位に来て

います。これは、若年労働者

が単に給与だけでなく、仕事

の質や自己成長の機会も重

視していることを示してい

ます。 

 

企業側としては、給与水準

の適正化だけでなく、従業員

のキャリア開発やスキルア

ップの機会を提供すること

が、人材確保と定着率向上に

つながると言えるでしょう。

また、入社時のミスマッチを

防ぐために、採用プロセスで

の職務内容の明確な説明や、

入社後のフォローアップ体

制の強化も重要です。 

いわゆる「ゆるブラック

だ」、「自分が成長できない」

ということでの人材流出に

つながらないよう、効果的な

施策を考えていきたいです

ね。 

給与制度の設計から人材

育成プログラムの構築、さら

には採用戦略の立案など、こ

れらの課題に対応するには、

専門的な知識と経験が必要

です。企業の競争力を高める

ため、見直しを検討してみて

はいかがでしょうか。ご検討

の際には、お気軽に当事務所

にご相談ください。 

【厚生労働省「令和５年 若

年者雇用実態調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/tou

kei/list/4-21c-

jyakunenkoyou-r05.html 

 

11月１日から自転車の危

険運転に罰則が科されま

す 

 

◆道路交通法の改正 

令和６年 11月１日より、

自転車の「運転中のながら

スマホ」と「酒気帯び運転

および幇助」に対して、新

しく罰則が適用されます。 

 

◆運転中のながらスマホ 

自転車に乗りながら、ス

マートフォン等を手で保持

して通話したり、画面を注

視したりする行為が新たに

禁止され、罰則の対象にな

ります。 

・違反者は、６か月以下の

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懲役または 10万円以下の罰

金 

・交通の危険を生じさせた

場合は、１年以下の懲役ま

たは 30万円以下の罰金 

 

◆酒気帯び運転および幇助 

酒気帯び運転のほか、酒

類の提供や同乗・自転車の

提供に対して新たに罰則が

適用されます。 

・違反者は、３年以下の懲

役または 50万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年

以下の懲役または 50万円以

下の罰金 

・酒類の提供者・同乗者

は、２年以下の懲役または

30万円以下の罰金 

 

◆自転車運転者講習制度 

上記は、「自転車運転者講

習制度」の対象となりま

す。また、交通の危険を生

じさせるおそれのある一定

の自転車運転の危険行為

（信号無視や指定場所一時

不停止、通行区分違反や安

全運転義務違反等）を反復

して行った者も講習制度の

対象となります。 

＊受講命令違反は、５万円

以下の罰金 

 

免許なしで誰でも乗れる

自転車だからこそ、従業員

が通勤や業務で自転車を使

用する場合、十分に注意す

るよう喚起しましょう。 

【警察庁「自転車の危険な

運転に新しく罰則が整備さ

れました」】 

https://www.npa.go.jp/bu

reau/traffic/law/R6poste

r/R6_leaflet_jitensya_b.

pdf 

 

11 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の

減額承認申請書（10 月

31日の現況）の提出［税

務署］ 

12 月 2 日 

○ 個人事業税の納付＜第

２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の

納付＜第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

～当事務所より一言～ 

猛暑だった今年の夏か

ら暑い９月、１０月上旬を

超え、やっと秋ですね。               

ドジャースの世界ＮＯ１、

日本ではベイスターズが

ソフトバンクを下剋上し

て優勝となり自分的には

気分爽快です。 

 しかし、もう年末に近づ

いて来て、今年もわずか！

「早いなあ」と思い、また

バタバタと気ぜわしくな

ってきました。  

 皆様も心身ともに健康

でいて下さいますようお

祈り申し上げます。 

 

 

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


